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アステリ VIP から東京方面へ徒歩約 5 分。6 月 25 日に

「やきとり大吉」がオープンしました。新鮮な食材を使っ

た焼き鳥はもちろんのこと、焼きおにぎりやおこげスープ

など、ご飯ものも充実しているそうです。お仕事帰りに、

冷えたビールと焼き鳥はいかがですか？ (*^。^*)    

◆やきとり大吉◆与野本町店 

埼玉県さいたま市中央区下落合 6-7-12  

TEL：048-859-3344 

営業時間：17：00～1：00 

http://www.daikichi.co.jp/ 

 

 

 

〒338-0002 

埼玉県さいたま市中央区下落合 

5-10-5 

 

 

受付時間：9:00～17:00 (日曜・祝日・年末年始を除く) 

TEL：048-858-2530 FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

URL：http://www.asteri.co.jp

 

来月号もがんばります♪ 

連日の猛暑。外出する気持ちになれないので、「おうちの中
を快適にして、のんびりしよう～！！」と、思い切ってリビン
グのソファーを買い換えました(*^_^*)。今まで使っていたも
のは、L 字型でデザイン性を重視したもの。素敵で格好良
かったのですが「足を伸ばせるポジション」の争奪合戦が
日々繰り返される状態でした (^_^;) 今回、買い換えたソフ
ァーは、ナント！電動リクライニングソファー＼(~o~)／  
家族 3人とも、しっかり、足を伸ばしながら寛げます♪ 
やっぱりデザイン性より機能性ですネ(*^_^*) ・・・ただ、ひ
とつ心配なのは・・・息子の夏休みが始まってしまった事。 
アステリ VIP から帰宅したら、息子と友達に占領されている
かも知れません(-_-)。 某 CM のように、毎日、消臭除菌ス
プレーをシュッシュすることになるのかも・・・（笑）。（ｸﾗ） 

●管理室夏季休暇のお知らせ 

2013年 8月 14日（水）～18日（日）まで 

来賓応接室以外の共有スペースは全てご利用頂けます。 

●館内消防点検のお知らせ 

2013年 7月 30日（火）13：00～15：00 

定期消防設備点検を行います。各オフィス内の 

機器点検も実施致します。ご迷惑をお掛け致しますが、 

ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

  

 
2階 Mot Design 一級建築士事務所 

代表 本山千絵様（建築設計業） 

2階 SEオフィス 

代表 木村英夫様（IT業） 

3階 株式会社ホープ 

   代表 菊地栄三様（医療総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ） 

皆様のご活躍を楽しみにしています(^o^)／ 

アステリ VIPから徒歩約 5分、北与野駅から徒歩約 2分 

株式会社グローバルクオリティー様の企画 

ヨーグルト専門カフェ「モナミ」がオープン致しました♪ 

ニュージーランドのヨーグルト「PIAKO」の日本初の専門販売

店として、すでに、大きな反響をよんでいるそうです！

「PIAKO」はニュージーランドでもトップブランドのひとつで、日

本のヨーグルトに比べ、濃厚でクリーミー。クリームチーズや

アイスクリームのような食感が特徴です。 

ランチメニューには、カレーやホットサンド、デザートにはワッ

フルやパフェ・・・ヨーグルトから揚げもあるそうです (*^。^*) 

もちろんテイクアウトには、グルメ・ヨーグルト、フローズンヨー

グルト、ミネラルウォーターなど、様々なメニューがあります。 

7月 31日までは記念割引フェアをされています♪ 

皆様、是非お立ち寄りください (*^。^*)/ ）） 

行政書士磯崎正彦事務所様は、「外国人のビザ申請」と「帰化申請」を代行する業務に特化

してお仕事をされています。「ビザ申請」とは、外国人が日本に滞在するのに必要な在留資

格（ビザ）を取得することで、ビザの種類は目的によって異なり、全部で 28 種類あるそうで

す。「帰化申請」は、外国人が日本国籍を取得することです。帰化というのは、完全に日本

人になることなので、例えば、中国人が日本人に帰化すると、パスポートも日本のものにな

り、たとえ親御さんに会うために中国に入国する時でも中国のビザが必要になるとの事。 

ビザ申請も帰化申請も、書類を作成し、ビザ申請は入国管理局、帰化申請は法務局に申請

するそうです。日本人が海外旅行をする場合、ほとんどの国にビザ無しで入国することがで

きますが、例えば中国の方は、2～3 日来日するのにもビザが必要とのこと。 磯崎先生は、

ご相談される方の様々なケースに対応して手続きを行っていらっしゃいます。(*^_^*) 

 

外国の方は日本で生活するために、命がけでビザを取

る方が多いです。例えば、ご家族で日本に滞在してい

て、どなたかお一人だけが、ビザ更新不許可となり本国

に帰国するというケースもあります。その方にとって、人

生を大きく左右する出来事だと思いますので、可能な限

り最大限のお手伝いをしようと取り組んでいます。 

 

ワーキングホリデービザで滞在し、英会話スクールでア

ルバイトをしていたオーストラリア人の男性からのご相談

です。ビザが切れそうだったので、就労ビザに変更しよう

とご自身で手続きをされましたが、不許可になり、この

後、私に相談に来られました。話を聞くと、そもそも就労

ビザをとる事は不可能でした。ただ、彼には日本人の婚

約者がいました。私は、日本人と結婚すれば配偶者ビザ

をとれる事を説明しました。しかし、彼は、「結婚して配偶

者ビザをとるのではなく、自分は定職について、経済的

成長を遂げてから彼女にプロポーズをしたいんだ」、と。

その後色々とあったようですが、お二人とも「離ればなれ

で生活することなどできない」という結論に達し、お互い

のご両親を説得し無事にご結婚。その後、配偶者ビザも

取得して、現在は与野で仲良く暮らされています。先々

月、オーストラリアからご両親も呼んで、日本で結婚パー

ティーを開いたのですが、私も招待されました。ビザで大

きく人生が変わるかも知れないということを実感しました

し、幸せそうなお 2人を見て、お手伝いが出来た事をとて

も嬉しく思いました。 (*^_^*) 

 

サラリーマン時代、当初はシムテムエンジニアーをして

いました。裁判の進捗管理や不動産担保物件の管理シ

ステムを作る仕事に携わっていたのですが、法律の知

識がないと作れないものも多かったです。そこで、顧問

先の法律事務所へ 1 年間出向。弁護士から法律を学び

ました。そして、法務部門に転籍。その後は主に訴訟に

関する業務に携わっていました。行政書士の資格はこの

頃に取得しました。 

業務の中で、中国籍の従業員が日本滞在を更新するた

めのビザ申請が不許可になってしまい、行政書士に依

頼して再申請をしたところ、ビザが取得できました。この

ことがきっかけで、ビザ申請の奥深さに興味をもち、ビザ

について勉強しました。サラリーマンを退職したのを機

に、2010年暮れ、行政書士事務所を立ち上げました。 

もっともっと、この仕事を極めたいです。ビザ申請はケ

ースバイケースで奥が深いです。同じ申請は無いと

思います。そのためにも、様々なケースを経験し、知

識をもっとたくさん身につけたいですね。 

妻と高校１年の息子がいます。息子は小さい頃から

サッカーが好きで、今もサッカー部です。犬が好きで、

イタリアングレイハウンド（名前：こなつ）を飼っていま

す。こなつの散歩は、私の日課です （笑） 

 
ビザ申請、帰化申請に関することはご相談くださ

い。何かお役にたてると思います。 

行政書士磯崎正彦事務所様の HPはこちら→

http://www.visa.isozaki-office.com/ 

 

牛の模様の外観が

目印です(*^。^*)♪ 
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